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第１回エネルギー・環境ワーキング・グループ 

議事概要 

 

１．日時：平成25年３月15日（金）15:59～18:16 

２．場所：中央合同庁舎第４号館４階共用443会議室 

３．出席者： 

 （委 員）安念潤司（座長）、大田弘子、佐久間総一郎、長谷川幸洋、松村敏弘 

（専門委員）小林三喜雄、圓尾雅則 

 （関係団体）燃料電池実用化推進協議会、日本風力発電協会 

（政 府）長谷川総理補佐官 

 （事務局）滝本規制改革推進室長、舘規制改革推進室次長 

４．議題： 

   （１）これまでの取組紹介  

   （２）今後の進め方について 

   （３）事業者ヒアリング（燃料電池実用化推進協議会、日本風力発電協会） 

５．議事概要： 

○舘次長 それでは、時間になりましたので第１回規制改革会議エネルギー・環境ワーキ

ング・グループを開催いたします。皆様方には、御多用中、御出席をいただきまして誠に

ありがとうございます。なお、本日、所用により大田議長代理及び長谷川委員が少し遅れ

るとのことです。また、林委員は御欠席でございます。 

 本ワーキング・グループの事務局を務めます、規制改革推進室の次長の舘でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、安念座長から御挨拶をお願いいたします。 

○安念座長 今日は皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。専門

委員お二方にも御参加いただきまして、第１回エネルギー・環境ワーキング・グループの

開会にこぎつけることができまして、皆様の御尽力にまずは御礼申し上げます。 

 これから具体的な検討項目について御説明をいただき、討論をするわけでございますが、

この手の仕事はいつもそうなのですが、大体どこかで見たことがある話ばかりで、まだ今

でもこのようなことをしているのかと、そういうアイテムがずらっと並んでおります。そ

れは、いかに規制改革がなかなか進まないかということを意味しており、短期間であっと

いう間に進行するということはまずないので、とにかく粘り強く、我慢強く進めていく以

外はないだろうと思っております。 

どうぞ皆様の粘り強い取組をひとつよろしくお願いしたいと存じます。 

○舘次長 それでは、マスコミの方は御退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 
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○舘次長 本日は初回でございますので、各委員、専門委員より、今後の審議に向けて御

発言をお願いしたいと思っております。また、本日、先ほど申し上げたように、大田議長

代理及び長谷川委員が30分ほど遅れて出席の御予定でございます。規制改革会議の委員は、

どなたでもワーキング・グループに御参加いただくことができるようになっておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、安念座長の進行で、資料１の構成員メンバーの順番に従いまして、御挨拶を

よろしくお願いいたします。 

○安念座長 それでは、佐久間委員から一言お願いいたします。 

○佐久間委員 エネルギー・環境ワーキング・グループに本会の委員として参加させてい

ただいております。エネルギー・環境、この時節柄というか、非常に重要な事項だと思っ

ております。微力ながら努力したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○安念座長 松村委員、お願いします。 

○松村委員 地道な項目がいっぱい並んでいるとのことでしたが、それは非常に重要なこ

とだと思います。地道だが重要なことをきちんとやりましょう。特に震災後重要性を増し

ている様々な項目について、今までできなかった改革を何とかこの機会に少しでも進めた

いと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

○安念座長 小林専門委員、お願いいたします。小林専門委員には、特に廃棄物の問題の

エキスパートとしてお願いをした経緯がございます。 

○小林専門委員 小林でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は事業者の購買部門として、主にパッケージの購入を担当しております。その縁もあ

りまして、今、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会の会長職も、させていただい

ています。 

 今回は、専門委員として呼んでいただきまして、どうもありがとうございました。こう

いった機会で、皆様の前で多少でも有用な意見が発せられればいいかなと思います。 

 資料を拝見しましたが、とても盛りだくさんの内容なので、非常に驚いており、規制が

ないほうがむしろ少ないのではないかなというような印象を持っております。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○安念座長 それでは、圓尾専門委員でございますが、証券会社のアナリストでいらっし

ゃいますけれども、エネルギー問題全般に大変詳しい方でいらっしゃいます。 

○圓尾専門委員 今回、専門委員として加わらせていただくことになりました、圓尾と申

します。よろしくお願いいたします。 

 御紹介にありましたように、私は20数年間、電力会社、ガス会社の経営を分析するアナ

リストをしておりました。今は、アナリストからは離れ、投資銀行部門におります。そう

いった関係で、90年代半ばから、特に経済産業省と電気事業法の改正を伴うような制度改
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正についてはずっと一緒に議論を重ねてきましたが、ああいった大上段の議論を見ていて

も、変えたはずの制度がなかなか効果を示さないことが多くありました。正に先程座長が

おっしゃったように、細部にいろいろいろな仕掛けがあり、いろいろな抜け道があるとい

うことが実感としてあります。 

 今回、非常に重要なテーマが幾つか並んでいると思いますけれども、その中で大事なポ

イントが抜け落ちないようによく勉強してまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○安念座長 今日御出席の委員、専門委員の皆様に一言ずつ御挨拶をいただきましたが、

今、御到着の長谷川補佐官も何か御挨拶いただけますでしょうか。 

○長谷川総理補佐官 しばらく前まで公務員をしておったものですけれども、そこは一応

引退をいたしまして、実は松村委員の近くで、つい最近まで東京大学公共政策大学院にて、

仕事をしていました。いろいろなそういう体験もしたということで、総理補佐官に任命さ

れました。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○安念座長 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ります前に、１点確認をさせていただきます。 

 本ワーキング・グループにおいては、議事概要を公開することとなっておりますので、

御了解をいただきたいと思います。 

 それでは、議題１、これまでの取組、紹介に移らせていただきます。平成24年４月３日

と同年11月30日の閣議決定事項について、事務局の舘次長より御説明をお願いいたします。 

○舘次長 それでは、資料でお配りしておりますけれども、資料２、縦長の「エネルギー・

環境分野の規制改革に係るこれまでの取組」を御覧ください。 

 最初が、平成24年４月３日の閣議決定でございます。このところの環境変化に伴いまし

て、このエネルギー分野の取組がそれなりに進んだと考えております。 

 例えば番号１でございますが、売電用太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いの見直し

ということで、これまで生産施設と緑地環境施設ということで、売電施設についても生産

施設とみなされていたわけですけれども、これが環境施設として位置付けられました。 

 その他、市街化調整区域における太陽光発電の付属施設の取扱いの明確化ですとか、確

かに先ほどからも何度も御説明がございましたように、比較的細かいものが多くございま

すけれども、その細かいことを明確化することによって、相当取組が進んできているとい

うことでございます。 

 また、２ページ、これは膨大でございますので、スケジュールもございまして、項目を

ざっと見ていただければと思いますが、風力関係のことも書かれております。 

 それから３ページ目、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化等が項目18等に載っ

ております。 

 そして４ページに、バイオマス発電燃料に関する廃棄物か否か判断する際の明確化とい
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ったことも入っております。番号で言うと24でございます。 

 その他、保安林関係の許可要件の見直しと、国有林野の貸付対象に関する見直し等とい

うものが、その後の29、30、31に載せています。 

 それ以外にも再生可能エネルギー等の系統接続の円滑化ということで、33、34にも重要

な項目が載っております。その他、多数ございますので、後はまたお時間のあるときに見

ていただければと思っております。 

 11ページの103項目まで４月３日の閣議決定事項でございます。 

 その後、12ページに日本再生加速プログラムということで、平成24年11月30日の閣議決

定がございます。ここにおきましても、燃料電池自動車・水素ステーション設置に係る規

制の再点検、スマートメーターの普及促進に向けた規制の緩和等が載っています。 

 こちらも、この両ページにあるような類似の項目でございますけれども、これまでの取

組が載せられているということでございます。 

 簡潔ではございますが、以上です。 

○安念座長 どうもありがとうございました。 

 長谷川委員が、御到着です。委員と専門委員より一言ずつお披露目をしていただきまし

たので、長谷川委員からも何か一言お願いします。 

○長谷川委員 私は、このワーキング・グループの構成員ではありませんけれども、一応

勉強させていただきたいと思いまして来たという、それだけでございます。 

○安念座長 先ほど事務局から御紹介がありましたように、本会議の委員はどのワーキン

グ・グループにも出席できるというか、むしろ出席することが奨励されているというべき

でございましょう。今日は長谷川委員に率先して来ていただき、ありがとうございます。 

 これが直近の閣議決定事項ということになりますが、これについて何か御意見や御質問

がありましたら、どうぞ。 

 これは一応、所管省庁と妥結したから閣議決定になっているわけだけれども、少なくと

もうちの会議でやるかどうかはともかく、これが措置されているかどうかの監視は誰かが

やらなければいけない話ですね。 

○舘次長 それは事務局の方で、極力各省の執行状況についてフォローアップするように

いたしております。 

○安念座長 これは、そういう意味では誰がするかはともかく、フォローアップのアイテ

ムだということでございます。 

 それでは、後で何かお気付きでしたら戻っていただいて構いませんので、議題２の今後

の進め方に移らせていただきます。 

 本ワーキング・グループの検討項目及びスケジュール案について、同じく舘次長から御

説明いただきます。 

○舘次長 それでは、資料３「エネルギー・環境戦略WGにおける検討の視点及びスケジュ

ール案」という横の１枚紙を御覧ください。 



 

 5 第１回エネルギー・環境ＷＧ 議事概要 

 これまでも出させていただいた資料でございますけれども、規制改革の目的と個別検討

事項ということで、特に両括弧がついております優先項目というのは、平成25年３月８日

の第４回規制改革会議において決定されたワーキング・グループの優先検討項目でござい

ます。 

 左側に規制改革の目的ということで、エネルギーの安定供給、エネルギーの地産地消、

そしてエコカーの世界最速普及、低炭素社会の推進といったことが載せられております。 

 それに対して、右側は検討の視点と、個別検討項目例でございます。原子力への依存度

の低下が求められる中、再生可能エネルギーの発電コストの引き下げと供給力の拡大を行

うということで、検討項目例としては優先項目として、太陽光発電に関する電気主任技術

者の保安監督範囲の拡大、風力発電の電気主任技術者選任における統括事業場の設置、そ

の他の項目としては風力、地熱発電に係る環境アセスメントの迅速化といったことが挙げ

られております。 

 それから、エネルギーの地産地消ですが、地域における各主体の創意工夫による地域内

発型の発電事業や再生可能エネルギーの地産地消を行える環境整備といったことでござい

まして、優先項目としてはバイナリー発電施設におけるボイラー・タービン主任技術者選

任範囲の見直しですとか、慣行水利権が設定された用水路等に設置する小水力発電の要件

簡素化等が載っています。 

 それから、エコカーの世界最速普及ということにつきましては、我が国が強みを持つエ

コカーの世界最速普及を図り、省エネ社会の実現とエコカー分野におけるグローバルスタ

ンダードを獲得するということで、これは３つとも優先項目で、事例としては天然ガスデ

ィスペンサと軽油等給油ディスペンサの同一アイランド上への設置や、第二種製造者に相

当する小規模な圧縮水素スタンド基準の整備、高圧ガス保安法における水電解機能を有す

る昇圧装置の位置付けの明確化等がございます。 

 それから、低炭素社会の推進、リサイクルや廃棄物処理は、排出の状況に応じて、LCA

等環境負荷評価や経済性評価結果等を下に、最適な手法を選択するということでございま

して、検討項目例としてはプラスチック容器包装のリサイクル入札制度の適正化というの

が挙げられています。 

 裏に記載の今後のスケジュールでございますが、本日が第１回会合でございます。これ

から燃料電池自動車及び風力発電に関する関係者から御説明いただく予定です。 

 それから、３月下旬には、２回の会合を予定しております。これは、既に各委員にスケ

ジュールを御調整いただいております。 

 その中では、関係者からの説明として、太陽光発電、地熱発電、小水力発電、プラスチ

ック製容器包装リサイクル等が、また、特定供給の要件緩和やマンション高圧一括受電等

について予定されております。 

 そして、４月の上旬にはヒアリングを踏まえた規制改革項目のまとめに入って、本ワー

キング・グループについては５月中旬には報告書の取りまとめをしたいということです。 
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○安念座長 この点について御指摘いただくことはございませんか。 

 それでは、資料５の次に私のメモがあります。これは私の頭の整理のために作っただけ

のものですが、今日は専門委員のお二方には特に初めて御参加いただきましたので、今ま

での議論を整理して、どういうことだったかを説明するものです。 

先ほどの資料２は、フォローアップしなければならないアイテムです。他にもやらなけ

ればいけないことが既に幾つもありまして、メモに番号を振ってありますが、１ページの

１から７までは、とにかくこれはやろう、このワーキング・グループでやらなければなる

まいということで、本会議で決まっていることでございます。 

 特に◎をつけました４、５、７は、当ワーキング・グループとして６月までに重点的に

取り組むべき課題となっております。 

 それで、今、舘次長に御説明いただいた資料３の優先項目というのは、正に◎に含まれ

る項目ということでございます。 

 例えば私のメモの４．の◎、再生エネルギー発電設備に係る電気保安規制の合理化、と

りわけバイナリー発電ですが、これが資料３ですと、一番上の四角の優先項目、太陽光発

電の何とか、それから風力発電の何とか、さらにバイナリー発電の何とかというのが、こ

の◎４のブレークダウンというふうにお考えいただければよろしいのではないかと思いま

す。 

 ◎５の次世代自動車ですが、これは資料３のエコカーの世界最速普及をブレークダウン

したものでございます。 

 ◎７のプラスチック製包装容器云々は、資料３の低炭素社会の推進の優先項目のプラス

チック何とかというふうにつながっているわけです。 

 ただ、検討項目がそれぞれ多いので、ここに優先項目となっているものに限るわけでは

ございません。こういうのは特にやらなければいけない話だということです。 

 私のメモ２ページの８、９は、佐久間委員から御提案をいただいたものでして、ワーキ

ング・グループの中では、どの時点かはともかく、やるということにはなっていると、私

は認識しております。 

 10～15は私が勝手につけたものでして、これは関係業界からの要望を聞いているもので

ございます。ですから、これは別に扱いが決まっているというものではなく、御参考まで

に挙げているということでございます。 

資料３に書いてあるようなこと、特に優先項目は、当ワーキング・グループとして６月

までに一生懸命やらなければいけないと、こういうことでございます。 

 これらの手順ですが、具体的な内容をもう少し詳細にし、我々の要望を決め、所管省庁

に投げ、まず一度は少なくとも事務ベースで折衝していただきます。それでうまくまとま

ればいいし、大抵まとまらないのだけれども、そうなると委員が出ていって、最後には政

務にやっていただくこともあり得ると、そういう理解でよろしいですか。 

○事務局 はい 
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○安念座長 ということです。ここは普通の審議会と違い、委員が自分で敵地に乗り込む

ということが十分あり得る、そういうものだと思っていてください。 

○圓尾専門委員 資料３の、先ほど御説明いただいた最初のところ、優先項目として太陽

光発電の主任技術者の話ですとか、風力発電も同じく書いてありますが、座長のメモにも

出てきていないかと思うのですけれども、これは優先項目という意味ではどういう扱いな

のかということ。 

 それから、資料３のすぐ下のところに、風力地熱の環境アセスメントの迅速化、ここは

優先項目と書かれていないのですが、私は、このアセスメントの迅速化こそ大事だと思っ

ているのですけれども、ここはどういう議論になっているのでしょうか。 

○安念座長 まず第１の御質問について言えば、ここで私のメモに書いてある◎４は、た

またまバイナリー発電のことがずっと前から取り上げられたものですから、たまたまバイ

ナリー発電のことだけ書いただけの話でして、あくまでも眼目は再生可能エネルギー全般

についての発電設備に係る電気保安規制の合理化ですので、舘次長に作っていただいた優

先項目が含まれると、そういう理解でございます。 

 それから、アセスメントですが、実は全体会議の中で４月までにやらなければいけない

大玉４つの中に石炭火力発電所のアセスメントの迅速化、合理化が含まれておりまして、

これは最速でやらなければいけないということになっております。 

 それとタイアップして、これもやろうかと思ったのですが、この前、委員だけで議論い

たしまして、少しアセスメントばっかりやってもというのと、もう一つは石炭火力だけで

もいいかげん大変なのに、全部のアセスメントに広げると６月まではとてもやり切れまい

というので、大切なのだけれども６月以降に回そうとなったと私は認識しております。こ

れは後々絶対に出てくる。 

○圓尾専門委員 要は、原子力がこういう状況の中で、安定供給でかつ低廉というと、要

するにベース電源の代わりになると、やはり石炭というのは喫緊の課題ですし、同じくポ

テンシャルを考えると地熱というのもすごく大事なことだと思うのですけれどもアセスメ

ントにとても時間が掛かるわけですね。 

 ですから、少し専門的になってきますが、アセスメントと評価井の掘削等を同時に進め

ていく等、いろいろなやり方があると思うので、ここも非常に大事なポイントかなと思い

ます。分かりました、石炭の後ということですね。 

○安念座長 石炭の後ですが、絶対にやります。 

 他にいかがでしょうか。 

 それでは、これも後に戻っていただいて構いませんので、今日はゲストにおいでいただ

いていますので、あまりお待たせしては失礼でございますから、議題３の優先項目に関す

るヒアリングに移らせていただきたいと思います。 

 ２団体にお越しいただいております。まず燃料電池実用化推進協議会様より御説明をお

願いしたいと思います。20分程度での御説明をお願いできますでしょうか。 
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○燃料電池実用化推進協議会 燃料電池実用化推進協議会と申します。よろしくお願い申

し上げます。本日は、こういう機会をいただき、どうもありがとうございます。 

 私ども燃料電池実用化推進協議会は、自動車、石油、都市ガス、それから産業ガス等の

事業者が集まりまして、燃料電池自動車の普及を促進していこうというところで、今、取

り組んでいるところでございまして、本日はそれぞれの業界から代表といいますか、関係

者が集まりまして、この席につかせていただいたところでございます。 

 それでは、燃料電池自動車・水素インフラの整備に関わります規制改革要望を御説明さ

せていただきます。 

 資料全体は、前半部分が大きく規制改革でこの分野について、どういう問題意識を持っ

ているかを、後半部分で個別の要望項目という形で８項目について御説明させていただき

たいと思います。 

 まず２ページ目でございますけれども、燃料電池自動車と、それから我が国産業の強み

ということでまとめております。 

 燃料電池自動車は御存じのとおり、水素を燃料といたしまして、電気を発電して、それ

で走る電気自動車でございますけれども、走行中には水しか出ませんのでCO2の排出量がゼ

ロ。それから、航続距離も500キロメートル以上、水素の充塡時間も３分程度ということで、

ガソリン自動車と同等の利便性を持つということで、次世代自動車の中で優れた性能を持

っているものというふうに認識しております。 

 そういった中で、燃料電池の分野というのは、我が国の中でも古くから政府の支援も得

ながら取り組んでいるところでございまして、非常に国際優位性のある技術を持っており、

これを使って国際競争力に打ち勝っていくということは、経済成長への貢献にも十分貢献

できるものと思っているところでございます。 

 スライドの３番目、そういった中で、今、燃料電池自動車の国際競争が非常に激しくな

っているというところを示しています。 

 自動車メーカーは、各社生き残りをかけるよう連携等をしており、これは今年に入って

からの状況をまとめておりますけれども、それだけ見ても、ここに示しましたような大き

な共同開発の合意とか、そういう動きがあるということでございます。日、米、欧、それ

から韓国も含めまして熾烈な開発競争が行われているところです。 

 こういった中で、燃料電池自動車を我が国でどういうふうに普及、促進していくかとい

うところでございますけれども、スライドの４番でございますけれども、私ども燃料電池

実用化推進協議会は、そこに示しましたような普及のシナリオを描きまして活動を続けて

おります。 

 大きな星が２つございますけれども、2015年からの燃料電池自動車の一般ユーザーへの

普及開始ということが一つ、それから2025年には燃料電池自動車を200万台導入及び水素ス

タンドのビジネス成立を目標にするということで、2025年には自立していくということを

目標に課題解決に取り組んでいるというところでございます。 
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 そういった中で、燃料電池自動車を普及させていくためには、インフラ、水素スタンド

の整備というのが必要になってくるわけですけれども、それにつきまして、スライドの５

番目にまとめております。 

 世界での動きを表にしておりますけれども、欧米でも燃料電池自動車の普及に向けて、

水素スタンドの整備の計画が進捗しており、日本でも、燃料電池自動車の2015年からの普

及開始に向け、正に来年度から３カ年の計画で100カ所程度の水素スタンドの整備というも

のを建設計画しているところです。今、国会審議中ですが、来年度の政府予算においても、

この水素スタンドの整備に向けた支援措置の予算計上をしていただいているところでござ

います。 

 そういった中で、課題となりますのが、水素スタンドのコストというところでございま

して、スライドの６番目で示させていただきました。 

 現状は、日本の水素スタンドは６億円程度と高価です。そこに一例として載せましたが、

実績のある海外の安価な製品を左から右へという形で、国内に持ってこようとしたところ、

国内のいろいろな法規制への対応があり、その辺の改造等も含めてコストアップするとい

うことで２倍から３倍へのコストになってしまう。また、設備全体も大きなものになって

しまうというところが課題点としてございます。 

 その次の７ページ目のスライドでは、海外と国内、欧米と日本の特徴的な規制の状況に

ついてまとめております。まず、上からまいりまして設計係数でございますけれども、こ

れは設備を作るときの安全率をどの程度見るかというようなことだと御理解いただければ

分かりやすいと思うのですが、欧州、米国と比べ、日本では大きな安全係数を求められて

いるというところでございます。 

 それから、使用可能鋼材でございますけれども、水素といいますものは、金属に対して

水素脆化というものがございまして、金属をもろくするという性質なのですけれども、そ

ういうことがございます関係上、水素に対して使う金属の種類というのに限定がございま

す。 

 それで、国内におきましては、その水素脆化の可能性がないというようなデータが示さ

れた材料に限るというようなところがございまして、現状２種類のステンレス鋼のうち、

非常に成分も限定したものについてのみ使用できるという状況です。 

 欧州、米国におきましては、これらに加えまして、クロム・モリブデン鋼のような水素

の影響を受けるものをある条件の下で使いこなしていくという使用の仕方もされていると

いう点を比較しております。 

 それから、スタンドを設置するときの距離について、その下に例示しております。一番

下は、液体水素型スタンドの設置ということで、水素スタンドに水素をためるときに、液

体水素、液化水素の形でためるスタンドですが、国内では、それを市街地に建てる基準が

まだないということで市街地には設置できないのですけれども、欧州、米国におきまして

は既に設置されているというような状況でございます。 
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 こういうような状況の下で、８ページ目のスライドのところに、私どもとしての規制に

対する問題意識をまとめさせていただいております。 

 １点目、水素スタンドの建設を主に見ているのは、高圧ガス保安法ですけれども、この

中では事業者が自ら安全性を説明するようなデータを蓄積し、その使用実績と併せて、そ

ういうデータを示して、規制当局や高圧ガス保安協会等に提出し、安全性が確認されたも

のについて使用が認められるため、欧米で豊富な使用実績があるようなものであっても、

改めてこういうプロセスが必要であるという状況です。 

 また、規制そのものを見直していくことについても、事業者にその安全性の立証といい

ますか、データを示すというようなところが課せられているというところでございまして、

私どもも汗をかくところはかくのですけれども、規制見直しに長時間を要しているという

ところです。 

 そういう状況の中で、先ほど資料２のところの中でも示していただいたのですけれども、

規制見直しは進んで検討はしていただいており、閣議決定の項目として挙げていただいて

おりましたが、規制見直しの16項目というようなものを挙げさせていただいて検討を進め

ているところでございます。 

 それから、昨年末に追加の８項目について提案させていただき、そこについても検討を

開始いただいていると認識しております。それらに加え、欧米で認められているものが我

が国で導入できないような場合については、規制改革会議で議論されているというふうに

伺っておりますけれども、国際先端テストとか、立証責任を規制当局に持ってもらうとい

うようなところについて、本分野についても取り扱っていただくというのが必要なのでは

ないかと考えているところです。 

 それから、今回、御提案している内容は、基本的には水素スタンドの分野に関わるもの

が多いのですけれども、そこにはとどまらず、燃料電池自動車そのものについても、世界

統一技術基準というような動きが６月にも採択されるというところでございますので、そ

の辺りに照らして、国際調和の観点から高圧ガス保安法の見直しが必要ではないかと思っ

ているところです。 

 以上が全体像としての問題意識の部分でございます。 

 それでは、個別の項目につきまして、この後、御説明させていただきます。スライド番

号の11番を御覧ください。先ほどこれまでの閣議決定の項目の中で御紹介があったと申し

上げたのですが、このスライド番号11番に記載いたしました16項目が、その閣議決定の中

に盛り込まれている項目で、2010年の12月に工程表としてまとめていただき、それのフォ

ローアップをするようにと先頃の閣議決定いただいているところです。 

 それに加え、その下の12ページ目のスライド、追加した８項目というものをそこにまと

めさせていただいております。 

 基本的な追加の考え方としましては、一つは海外製品を日本で使用できるようにすると

いうところの視点。２つ目が、量的制限や、設置場所の制約等を見直していくという視点。
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これは、水素スタンドで供給するものは、水素をエネルギーとして使うということでござ

いますので、量的視点といいますか、そういうところというのは非常に大きなところでご

ざいます。そういう量的制限や設置場所の制限というようなところについて見直していた

だきたいところです。 

 ３点目が、申請手続とか許可基準の明確化ということで、許可は地方自治体に下りてい

くわけでございますけれども、その解釈が分かれるようなところもございまして、そこに

ついて統一的な解釈の指針を示していただきたいという視点、この３つの視点でございま

す。 

 そういう観点も含めまして、新たな項目としては（１）～（８）までの項目について年

末に御提案し、本日もこの８項目について御説明させていただきたいと思っております。 

 まず、スライド番号の13番でございますけれども、液化水素型水素スタンドの規制・基

準の整備です。 

 水素スタンドに水素を貯めておく方法としましては、高圧水素、つまり圧縮水素の形で

貯めておくケースと、それから液化水素の形で貯めておくケースがございます。 

 圧縮水素の形で貯めておくケースに当たりましては、2005年に既に基準を作っていただ

いており、それの基準を高圧にする見直しを昨年12月に進めていただいているところで、

こちらの基準の整備は進んでいます。 

 一方、液化水素の形で水素を貯める、水素スタンドの規制につきましては、現状まだ日

本での基準ができていません。そのため、国内でこういうタイプのスタンドを作ろうとす

ると、工場と同じような基準を使わなければならず、結果的に工業専用地域や工業地域に

しかスタンドが建てられないということがございます。 

 液化水素の形で水素を貯めるようなスタンドの基準を整備いただき、圧縮水素の形で貯

めるようなスタンドと同様に市街地においてもスタンドが建設できるようにしていただき

たいというのが、この１番目の項目でございます。 

 説明が遅れましたが、個別のテーマの説明は上に要望事項、年末に要望させていただき

ましたので、各省庁からの一次回答を下のスライドに載せ、それに対するさらに民間側の

考え方というものを右側に添えた形で整理しております。 

 この項目に対します省庁の一次回答でございますけれども、取り組んでいただくと回答

いただいているのですけれども、アンダーラインを引いていますけれども、民間団体等に

よる技術的な安全性の評価検討を踏まえて基準の見直しを行うということで、民間団体等

でその辺りの基準をまず作ってくださいという形になっています。 

 もちろん、私どももデータ等の集積が必要だと思いますし、汗をかくところでございま

すけれども、民間だけでそれをやっていくというのは非常に厳しいところでございますの

で、規制当局、それから高圧ガス保安協会等においても、主体的にこの辺りについて一緒

に取り組んでいただきたいというのが民間側の主張でございます。 

 加えまして、液化水素型のスタンドにおきましては、海外においてもう既に豊富な実績
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があるので、その辺りの観点も含めて見直しに取り組んでいただきたいというのが、この

項目の主張でございます。 

 スライド15番目が２つ目の項目、使用可能鋼材に係る性能基準の整備でございます。先

ほど申しましたけれども、使用可能な鋼材につきましては、国内はかなり限定されており

ます。先頃の工程表の中で取り上げていただいており、見直しの検討は進んでいるという

ことでございます。ただ、現状の整理は、水素の影響を受けないようなものをデータでい

ろいろ限定していって、その受けない範囲において使えるようにするというような形で検

討を進めていただいています。 

 ですから、こういう進め方に加えて、海外で使われているように、水素の影響をある程

度受けるものを、どういう条件の下で使っていくかというところについてまで踏み込んだ

検討、次のフェーズの検討に移っていただきたいというのが、ここの要望事項でございま

す。 

 これに対しましても、所管省庁からは、民間団体でまず基準をという形で回答をいただ

いておりますけれども、私どもとしては、一緒にデータをとって、一緒に検討を進めてい

きたいというところが主張でございまして、また海外において既に使われているという実

績があるものですから、その辺も含めて評価をいただきたいというところが主張事項でご

ざいます。 

 ３番目の項目が、スライド17番でございます。市街地に設置可能な小規模水素充塡装置

の基準の整備ということでございます。 

 燃料電池自動車の導入の初期には、大型の水素スタンドを作っていくわけですが、なか

なか整備が十分にできないという状況が想定されます。そういう状況において、例えば自

動車のディーラーに小型の充塡設備を置く等の小規模な充塡設備の必要性というものがあ

ると認識しております。 

 こういう小規模な充塡設備につきましては、国内で残念ながらまだ基準の整備が行われ

ておらず、こういう設備を設置しようと思いますと、大規模な設備と同様の基準のものを

使わなければならないというようなところに問題があり、小型の設備について、それに相

応の基準を整備していただきたいというのが、この３番目の項目でございます。 

 これにつきましては、どういうどこの部分が過剰な設備なのか明確にしていただきたい

というような回答が来ておりまして、まだ入り口論的なところでございますけれども、こ

こにつきましては、右に書かせていただきましたけれども、現状大きなといいますか、水

素スタンドに対する技術の基準であります、第７条の３第２項という高圧ガス保安法の一

般則の条項を使う必要があるのですけれども、そこに記載されておりますような行政手続

ですとか、離隔距離ですとか、防火壁ですとか、それから資格要件を持った人がいなけれ

ばならないとか、そういうところが厳しく規制されており、その辺りについて小規模とい

うところも勘案した上での見直しをお願いしたいということです。 

 既に米国においては、こういう設備の運用も実績があり、この辺についても勘案して見
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直しをしていただきたいというものでございます。 

 それから、４番目の項目は水電解機能を有する昇圧装置の定義ということでございます。 

 これは、技術的に新しい項目、新しい設備について高圧ガス保安法の中での取扱いがど

こに位置付けるかというのが不明確なところもあって、苦労しているところもあり、新し

い技術についての位置付けを明確にしていただきたいという項目でございます。 

 先ほど申しましたような小型の水素充塡の設備の中で、一つの技術といたしまして、水

電解機能を有するような昇圧装置というのもございます。高圧ガス保安法では、大量に圧

縮水素を格納するような容器につきましては、災害の発生を防止するという観点から特定

設備というような位置付けとして、設計段階から多段階の検査が必要という形で整理され

ております。しかし、圧縮機ですとか、ポンプに附属しているような容器については、こ

ういう危険性が低いと整理されており、この特定設備から除外されています。 

 この水電解機能を有するような昇圧装置のようなものをどこに位置付けるかということ

なのですけれども、この装置の主な機能が圧縮というところでございますので、圧縮機と

かポンプと同等な性能を有しているというところで、圧縮機またはポンプというような形

の位置付けとしていただきたいと私どもは考えており、そこを明確にしていただきたいと

いうのが、この要望でございます。 

 省庁からは、圧縮機またはポンプとは異なる機能を有しておって、反応器の特有のリス

クがあるというような御回答をいただいていますが、膜ポンプというのは、同様の原理の

機能を有しているものがございまして、反応器には含まれないのではないかというのが私

どもの考え方でございまして、多少技術的な議論になりますけれども、この辺の整理をき

ちんといただきたいというのが、この項目でございます。 

 スライド21番でございます。５番目の項目が市街地における水素保有量の増加という項

目でございます。現状、市街地に設置される水素スタンドにつきましては、水素の貯蔵量

に一定の制限が課せられております。下の絵のところに記載していますけれども、例えば

準住居地域ですと、充塡可能台数で５台分程度しか水素を貯蔵できないと、商業地域にお

きましても、10台分程度の水素しか貯蔵できないという状況です。 

 これらはとてもビジネスには成り立たないというような状況でして、こういう問題があ

るということは国土交通省でも御理解いただき、ワーキング・グループを開催いただき、

その中で貯蔵量の増加について検討をいただき、2010年に許可基準の技術的な助言がされ

ているというところです。 

 現状、技術的な助言に基づいて建築審査会の審査手続を各行政庁で受けて、個別の許可

を取りなさいと、その事例の蓄積を待ちますというのが現状のフェーズでございます。 

 ただ、技術的な安全性につきましては、先頃の、先ほど申しました国土交通省のワーキ

ング・グループの中で既に整理されておりまして、高圧ガス保安法で規定されているある

基準の水素スタンドについては許可を与えてもいいだろうというふうに整理されていると

ころでございますので、そういう整理も踏まえて、実際の水素スタンドの整備が始まりま
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す、あるいは燃料電池自動車の普及が始まります2015年に間に合うように、2014年までの

政令改正をお願いしたいというのがこの要望でございます。 

 所管官庁からは、事例の蓄積を待つという回答をいただいているのですが、先ほど申し

ましたように、2015年からの普及開始を見据えて、それまでに政令改正をいただきたいと

いうこと。 

 それから、22番の下に欧米の事例を書きましたけれども、欧米ではこのような制限がな

く、欧州では３万3,000N立方メートルまで許可不要、それから米国におきましては規定が

ありません。例えば準住居地域等で見比べますと、欧州で100倍以上、米国では規制がない

ということで、このくらいの差がございますので、ここについて見直しをしていただきた

いというのが５番目でございます。 

 ６番目の項目が市街化調整区域への水素スタンドの設置許可基準の設定です。現状、給

油所、ガソリンスタンドの３分の１程度が市街化調整区域に建設されております。これは

郊外型のスタンドが増えてきているというところによるのですけれども、こういう状況で

す。当然、水素スタンドも一般の車に対して燃料を供給するという機能ですので、同じよ

うなところに設置が必要であると考えています。 

 それで、市街化調整区域にスタンドを建設するためには、都市計画法に基づく開発許可

の申請が必要なのですが、給油所等である建物につきましては、住民にとって必要なもの

ということで開発許可の対象として政令に明記されております。 

 この給油所等の等というところに水素スタンドが含まれるかどうかというのは、解釈の

問題になるのですけれども、国土交通省から、この辺の運用に対しての技術的指針が出さ

れており、その中に給油所等としてガソリンスタンド、それからLPGスタンドにおいては明

確に明記されております。水素スタンドについても、この中に含まれるというところをし

っかりと示していただき、地方自治体によって判断が分かれないようにしていただきたい

というのが、私どもの要望でございます。 

 これにつきまして、一次回答といたしましては、現状水素スタンドは普及途上で、標準

的な規模や構造等が確定していない状況なので、一律に判断することは困難であるという

回答をいただいているのですけれども、2013年、来年から既にスタンドの建設が始まると

いうこと、それから高圧ガス保安法の一般高圧ガス保安規則、それからその下の例示基準

等において、詳細な水素スタンドの技術基準が定められていること。 

 それから、それを受けて消防法においては、ガソリンスタンドとの併設における基準に

ついても整備いただいているところですし、また建築基準法においては、市街地における

設置についての基準も整備していただいているところですので、標準的な規模、それから

構造等が確定していない状態とは言えないとして、早急な政令での指定をお願いしたいと

思っております。 

 ７番目が、水素運送トレーラー容器の上限温度の見直しということでございます。水素

は、一つの運送形態として製油所等で大量に作りまして、それを水素トレーラーでスタン
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ドに届けるというような配送形態が考えられます。水素トレーラーは、下に絵を載せてお

りますものですけれども、この中にボンベがたくさん入っておりまして、そこに水素を入

れて運ぶという状況でございます。そのボンベ、複合容器でございますけれども、それと

同じものが燃料電池自動車用の燃料容器としても使われており、設計の考え方としては全

く同じものが使われているという状況です。 

 ところが、この燃料電池自動車に積まれている燃料用容器においては、温度が85度まで

上がるということが認められているのですけれども、水素は容器に充塡しますと、温度が

上がるという性質があり、どこまで温度を上げていいかということになるのですが、燃料

自動車用の燃料容器では85度まで大丈夫なのですが、水素トレーラー用の容器は、通常の

容器一般と同じ40度までというような規定となっております。 

 それで、40度までに温度を制限しながら水素をトレーラーに充塡しようと思いますと、

ゆっくり、ゆっくり入れる必要がございまして、６時間程度掛かることがございまして、

商業上成り立つような速度ではないという状況です。そういうこともございまして、この

温度規制を見直していただきたいというのが、この要望事項でございます。 

 これにつきまして、省庁からの回答ですけれども、取り組むけれども、民間での検討で

案を出してくれということで、これは冒頭の項目と同じですが、民間も取り組みますけれ

ども、規制当局、それから高圧ガス保安協会等も一緒になってこのデータ蓄積等に取り組

んでいただきたいということでございます。 

 最後、８番目の項目でございますけれども、70メガパスカル水素スタンドに対応した技

術上の基準や例示基準の整備でございます。 

 これは、民間の方で技術基準を取りまとめまして、高圧ガス保安室でも審議をいただき

まして、昨年末に省令改正、例示基準の改正をいただいたところですけれども、そのとき

に民間での検討のデータが不足している項目が２つあるということで、ここに書きました

①と②の項目につきましては、積み残しと申しますか、データの蓄積をもう少ししなさい

という項目になったところでございます。 

 一つが、プレクーラーに供する冷凍設備の保安距離の合理化ということでして、プレク

ーラーとは、水素を充塡するときに温度が上がると先ほど申しましたけれども、そのため

にあらかじめ少し冷やしておくという設備でして、それの冷凍設備とは少し大き目のクー

ラーの室外機のようなものです。 

 これに対する保安距離につきましては、その他の水素スタンドの設備に認められている

保安距離の緩和が同時には認められませんので、安全性のリスク評価等をもう一度やりな

さいというような状況になっております。 

 ②の複合容器の蓄圧器としての使用でございますけれども、蓄圧器につきましては、鋼

製とか非鉄金属製のみが、今、想定されておりまして、複合容器、炭素繊維で強化したよ

うな容器でございますけれども、それにつきましては、リスク評価等をもう少ししなさい

というところで、そういう取扱いになっています。 
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 これにつきましては、今年度民間事業者、民間団体等において、NEDO事業でデータの蓄

積等、データとかリスク評価を行い、基準案を作ったところです。ですから、これにつき

ましては、検討も既に民間としては行ったところでございますので、速やかに省令改正等

の反映をしていただきたいというのが、この最後の項目の要望でございます。 

 以上をまとめますと、基本的には民間も汗をかくのですけれども、規制見直しの項目に

ついては、規制当局もきちんと一緒になってデータ解析とか規制の見直しについて取り組

んでいただきたいということ、それと海外で使われているものを国内に持ってくるという

ことについては、海外での状況も含めてデータをきちんと見ていただきたいということで

ございます。 

 以上が、私どもからの要望でございます。 

○安念座長 どうもありがとうございました。何か御質問や御意見はございますか。 

○燃料電池実用化推進協議会 例示といたしまして、水素を車に充塡するときのノズルな

のですけれども、海外と国内では基準が違うので、このくらい違ったものになりますとい

うものをお持ちいたしました。 

 こちらが海外で使われているものでございまして、小型で軽いものができるのですが鋼

材の種類や設計係数等の規制もあり、国内で作りますとこの程度のものになり「がちゃっ」

と入れるのですけれども、海外のものですと、「ちゃっ」と入れればよいということで、

かなり大きな違いがあるという、特徴的なものとして御覧いただきました。 

○安念座長 委員と専門委員に一通り、一言ずつ言っていただいたので、大田議長代理一

言お願い致します。 

○大田議長代理 遅れてきてすみませんでした。議長代理をしております、大田でござい

ます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。 

 今日は、経済産業省の方はおられないのですか。この分野は詳しくないため、中身とい

うより民間でまずルールを作ってから来いという、このような反論は初めて聞いたのです

が、その理由は何なのでしょうか。 

○安念座長 保安系はみんなそうですね。 

○燃料電池実用化推進協議会 私どもも当然、データを取るところは汗をかく気持ちはあ

るのですけれども、民間だけに任せようと言われては少し困るなというのが正直なところ

でございます。 

○安念座長 一つの理由は、省庁側、取締り当局の側にリソースがないのです。専門家と

か資材とか情報とか、大してあるわけではないです。 

○松村委員 その理屈は百歩譲って日本で初めてやるというときに、どこにも見本がない

というときには民間にも助けてくださいというのがあり得るとしても、既に欧州で実用化

されている基準と同じものを採用するのに、民間でそれで大丈夫だと証明しろというのは、

やはり根本的におかしいと思います。まず規制側が欧州の規制では問題あると示すべきで

す。 
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○長谷川委員 今の論点に関わるのだけれども、欧州、アメリカではこうなっていると、

それで日本の方が過剰であると、そこまでのプレゼンは理解できるのだけれども、では欧

州やアメリカのもので、それで十分なのだというところまでの論拠というのは、皆様で用

意されているのですか。 

 つまり、欧米がこうだから日本でもこうでもいいではないかというのは、一見分かりや

すいけれども、では欧米はこれで十分なのだということをもう一遍説明せよと言われたと

きに皆様はどうやってお答えになるのかということです。 

○燃料電池実用化推進協議会 正にそこのところが論点になるところなのですけれども、

そのときに、では、欧州で使われているのは、なぜこれが安全なのだと、それを民間側が

調べて持ってきなさいという議論になるわけでございます。 

 それで、私どもももちろんそういう努力はするのですけれども、やはりそこのところを

調べ切る力というのはなかなかないところもございまして、そうすると、結局、国内であ

るデータをとって示すというようなところになって、規制改革に対して時間が掛かってい

るというところでございますので、当然規制当局もそういう海外での状況とか、それがな

ぜ認められているというようなところについてのパイプといいますか、情報パイプという

のは、そちらがあるのではないかと思っているところでございまして、そういう観点から

一緒に、私どもはやらないと言っているわけではないのですけれども、一緒にそこを目指

していただきたいというのが正直な気持ちでございます。 

○安念座長 どうぞ。 

○燃料電池実用化推進協議会 まず、物を作ってこちらでやろうとしても法律が満たされ

ていないものですから、先ほどお示ししてある、シートの６のように、海外で認められて

いるもの、これを入れて、我々はいろいろと試験をしようと思っても右のようになるわけ

でございます。ですから、できないのですね。それで、そういう規制が技術開発も含めて

ですが、技術開発の部分でも規制があることでできないものですから、確認をしようとし

てもできないところがかなりございます。そういうようなものがある程度できるようにし

ていただきたいとも思っております。 

○大田議長代理 今、長谷川委員が言われた点が、正に世界最先端かどうかということで、

日本の方が欧米よりも世界最先端であるというならば、そうだということを省庁が説明し

なければいけないわけですね。挙証責任は省庁の側にあるのだと思います。 

○長谷川委員 それでいいのだと思うのだけれども、省庁側に挙証責任を求めたとしても、

最終的に省庁が、日本が過剰な規制をしている理由がないと思われるということで欧米に

合わせたとしましょう。したところで、普通の我々国民から見ると、欧米の基準であって、

十分これで安全なのだというふうに納得感というのが、どういうふうに得られるかという

ことなのです。 

 つまり、グローバルに合わせたから、それで安全、便利なのだという議論だけで十分な

のかなというところなのです。つまり、役人も恐らくそういうことを考えると思うのです。
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なるほど、世界はこうなっていると、私たちには過剰のように見える。では、その過剰な

ものをグローバルに合わせたとして、それでもいわば全体水準から見ると、これで十分な

のだと言えるかどうかという、そこのところなのです。 

○松村委員 省庁がそう心配するのは当然のことなのですが、発想を転換して、そういう

心配をなぜするのかということを省庁に証明させるということが、そもそもの出発点なわ

けです。国民も心配するというのは、もちろんそうなのですが、保安当局は、正にそこを

一番気にしているわけです。コストが下げられても、それで事故が頻発するということが

あったら非難されるので、今正におっしゃったような視点で見るわけです。それで見て、

ヨーロッパではそうなっているけれども、ヨーロッパではこういう問題が起こっているで

はないかということをきちんと省庁に言ってほしいということなのだと思うのです。 

○長谷川委員 あるいは挙証責任と言っているときに、自分たちの規制が過剰であるとい

うことの問題の理解の仕方ということと併せて、かつ欧米では、これこれしかじかで、こ

れで十分だと考えているのだということまで説明していただけると、私は腹にすっと落ち

る。 

 つまり、誰かがやはり説明してもらいたいのです。これで安全か、安全でないかという

ことは、誰かにはっきり言ってもらいたいという気持ちは残ると思います。もちろん、私

は過剰な規制はやめるべきだという立場なのだけれども、これから議論を進めていくとき

に、今、私が言ったようなことは残るので、だから、そこについての説明、欧米はこれこ

れしかじかで安全だと思っているのですよと、私たちも同意するからこれでいいのだと思

うのだというところまで深堀りして議論を立てないと、何か穴があるな、落とし穴に落ち

そうだなという気がするので、あえて申し上げているのです。 

○燃料電池実用化推進協議会 おっしゃることはそのとおりだと思います。私どもも安全

であるというところが、私どもとして納得できないと、やはり危ないかもしれないものを

使うというものは事業者としてもできませんし、そういうことはできないというふうに考

えています。 

 ただし、では、安全であるというところに対して、既に使われていて事故も起こってい

ないものに対して、それを使うときに、安全であるというところの説明で、何でそれを使

っていいのかというところを、全て私どもの方というか、国内の事業者の方に求められて

も、そこを示していくのには限度があるというところなので、先ほど申しましたように、

一緒に、結局いいものを使っていかなければならなくて、いいものを使うことが国内にと

って、皆様にとってよくなると考えていますので、規制当局、それから事業者というとこ

ろが一緒になって、いいものは使うというところで取り組んでいきたいという気持ちでご

ざいます。 

○佐久間委員 資料４－１の５ページの、日本、欧州、ドイツ、米国、韓国とあって、現

在稼働中だと決して日本が少ないわけではなく、ドイツだと今、15カ所と書いてある。あ

と、さらに2015年で日本だと100カ所ということなので、これはドイツを上回るものができ
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上がる。これだけ規制がきつくても日本はドイツより多くなるということがここに示され

ているのですが、それは何を意味しているかというと、結局、非常にコストが掛かって、

重装備で、不要なほど安全面に配慮されたものが日本ででき上がっていってしまうという、

そこが問題だということなのですが。 

 つまりもうからないもの、これは多分、かなり国の税金も使ってということでしょうか

ら、もうからないものが日本ではどんどんでき上がって、国際競争力はない。ですから、

日本だけで通用するものができて、外に行ったら相手にされない。正に今のいろいろ部品

を見ても、これはどう見ても、この軽いコンパクトな方が人気が出ると思いますから、そ

ういうことを心配されているということでしょうか。それとも単純に数だけの問題で、今、

日本でこれだけドイツよりたくさんできるということなので、規制があってもこれだけで

きればいいということなのでしょうか。そこがよく分からなかったので、教えていただけ

ればと思います。 

○燃料電池実用化推進協議会 次世代自動車を普及させるために、規制があっても、皆で

頑張ってこれだけ作っていこうというところでございます。これをするに当たって、今の

ままで作っていこうとすると、先ほど申されたように、非常に重厚なものになってしまう。

ですから、規制も見直して、合理的なものにしていって作っていきたいというところです。 

 ですから、燃料電池自動車、それから、この次世代の自動車、こういうものを普及させ

ていこうというのは、国際競争もございますし、国内としてもこれは作っていきたいとい

う意気込みはある。それに対して後押しいただきたいというところです。 

○燃料電池実用化推進協議会 今の御質問ですと、ステーションを作ってほしいのは車メ

ーカーでございます。そういった面で、車メーカー大手３社、トヨタ、日産、ホンダ、そ

れとガスメーカー、ガソリンメーカー、産業ガス会社とで共同声明を2011年に示しまして、

その中でステーションを、４大都市に2015年に向けて100カ所作っていきましょうという目

標を立てました。それに向けていろいろと政府等に補助金も含めてお話をしている段階な

のですが、やはりステーションのコストが下がらないとこの台数を確保できるかというの

が、今、一番の課題になっています。 

 なので、そこの大きな課題が、今、おっしゃっていたように、国際基準から比べると少

し高くなってしまうというところであります。 

○安念座長 伺いますが、水素ステーションは誰がお金を出して作るのですか。ガソリン

スタンドだったら精製のメーカーの系列になっていますね。基本的にはまだほとんどない

わけですけれども、どういうふうにして作っていかれるのですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 基本的にガソリンスタンド等と同じ形態で考えております。 

○安念座長 でも、水素メーカーというものがそんなに大きい業態としてあるわけではな

いですね。誰がお金を出すのですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 そういう意味では、先ほど申しましたように、石油業界、

都市ガス業界、産業ガス業界、一緒にやっているのですけれども、石油業界としては今の
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ガソリンと同じように、製油所で水素を作って、配送して、ガソリンスタンドで水素の供

給をするという形態でございますし、都市ガス事業者においては、今、CNGスタンドがござ

いますけれども、それと同じように水素を供給する。産業ガスはもともと産業ガスとして

水素を供給されておりますけれども、そういう事業形態の中でやっていくという形でござ

います。 

○松村委員 誤解していたら修正していただきたい。100カ所整備するという目標はあるの

だけれども、これも今のままではかなり難しい。更により重要な点は、最終的には100で足

りる等と誰も思っていないということ。ガソリンスタンドが日本中に100カ所しかなければ、

ガソリン車は到底普及しない。最低限、これぐらいはないとそもそもスタートもできない

ということなのであって、最終的にはこんなレベルではなく、日本中にできるようにしな

ければいけない。そこまで見据えれば今のような高コストではとてもテイクオフできない。

そういうことだと思います。 

○燃料電池実用化推進協議会 どうもありがとうございます。松村委員のおっしゃるとお

りでございます。 

○安念座長 水素なんてそんなに高く売れるものではないから、5～6億円を回収していく

のは、なかなか前途遼遠な話になりますね。 

 どのくらいステーションの数が普及すればいいと思いますか。ガソリンスタンドはだん

だんなくなっていますね。それで最終的な絵姿としては、水素ステーションはやはり万の

単位でないと駄目という感じですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 シートの４ページです。ステーションの数が大体、2025年

以降、自立するというところで1,000カ所程度はないといけないというのは、いろいろとワ

ークをして検討した結果でございます。これは最低だと思っております。 

○佐久間委員 最初に皆様が議論されていたところに戻るのですけれども、例えばドイツ

では15カ所で、そんなにたくさんあるわけではない。それで、先ほど言った政府と民間と

で、今、日本では何かキャッチボール的なことが行われているわけですが、例えばドイツ

では、安全基準というのは政府がイニシアティブを持って作っていったのか。やはりドイ

ツでも政府にはそういうリソースがないので、これはドイツでは民間側でかなり作ってい

て、それをある意味では政府が非常にスピーディーに承認していったのか。 

 多分、よく分かりませんけれども、それはかなりコマーシャル的に成り立つようなもの

がどんどん認められていった。そのプロセスは何か違いがあるのでしょうか。 

○安念座長 何か御存じのところはありますか。 

○燃料電池実用化推進協議会 私の知る限りでのお話でございますが、やはり歴史的に基

準というものは民間も国もということで、双方で作ってきたところがあり、そこのところ

は日本も欧米も変わりないということが言えるかと思うのですが、最近とみに、この水素

の業界で起こっていますのは、やはり水素が危険だという見方から結構、先ほど材料のと

ころでも一部お話が出ましたけれども、使える材料をかなり限定的にしているところと、
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反面では、欧米ではかなり民間の方の自己責任のもとでのやり方というところが大きな違

いとしては現状なっているかと思います。 

 ただ、そこが、どこがベストなのか。先ほど長谷川委員もおっしゃりましたけれども、

そこら辺でどの辺がオプティマルかというところはあろうかと思います。ただ、将来的に

はやはりこういった現実的な差というものがありますので、そういったものを解消するが

ために、やはり双方努力といいますか、知恵を絞り合ってやっていきたいというところが

私どもの願いではございます。 

○佐久間委員 ありがとうございます。 

○圓尾専門委員 少し専門外なのですけれども、要するに、今、どこで何カ所という話を

したところであまり意味がないと思います。つまり、日本の100カ所だって、これは赤字に

なるのを分かっていて相当無理をして作っているわけで、ドイツだって状況は一緒だと思

うのです。 

 それよりは、少し頑張れば何とか商業ベースに乗るかもしれないというところに、いか

に早くたどり着くかが大事なのであって、そのためには皆様がやっていらっしゃるように、

技術的な検証をして安全面を確保しながら、どこがどう削れるのかというコスト面を検証

する一方で、政府は政府で、なぜもっと緩いように見える規制が欧米では認可されている

のだろうかというところを徹底的に勉強していくということだと思うのです。 

 おっしゃっているように、民間だけが汗をかくのではなくて、技術的な検証は民間に任

せながらも、欧米の規制基準については、政府も一緒になって分析していかないと、先ほ

ど申し上げた、ここという到達点を目指すスピードで負けることになると思います。そこ

は非常に大事なポイントだと思いますから、是非経済産業省と一緒にやるべきではないか

なと思います。 

○安念座長 そのとおりなのですけれどもね。この中では、この正論が通るのですけれど

もね。 

○大田議長代理 経済産業省が一緒にやるのを嫌がる理由は何なのですか。これまで割と

ネガティブだった理由は何なのですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 経済産業省の規制関係のところと我々は一緒にやりたい。

当然、燃料電池自動車に関して経済産業省は推進していただいておりますので、経済産業

省が嫌がっているという言い方が正しくはないと思っております。 

 非常に御支援いただいておりまして、ただ、法律は水素だけとかこういうものだけを見

ている法律ではございませんので、一般に全体を、高圧ガスというものをいかに安全にす

るかということを見ていただいております。それは非常に重要なものだと思っております。

ですから、個別になりますとこういうことが言えるということで、全体を安全にするため

にこれまでして来た共通の考え方に、このように新しいものが出てきたとき、固有の考え

方を入れるということが非常に難しいのだろうなと思っております。 

 ですから、嫌がるとかそういうものではなくて、真面目にやっていただいていると思っ



 

 22 第１回エネルギー・環境ＷＧ 議事概要 

ております。ただ、今、そういうことが起こっているということでございます。 

○燃料電池実用化推進協議会 車側から、これは正確性に少し欠けるかもしれませんけれ

ども、通常、車は国土交通省様の中で、道路運送車両法の中でやっております。その中で、

天然ガス自動車も同じですが、水素自動車は高圧ガス保安法というのがかかってきます。 

 ある意味、ここで全然文化が違うと言ってしまってはなんなのですけれども、少し見方

が違っているのかなというのが自動車側の考えで、基本、法基準が例えば性能要件ですと

か機能要件とかで縛られている分には非常に分かりやすくて、それを民間側がそれに合わ

せるように自分たちで証明をして商品として出すという能力で車側はやってきているので

すけれども、実際には高圧ガス保安法の中身等を見ていくと、それが構造要件ですとか、

設計要件ですとか、材料要件とかというところまで全部細かく分けられていまして、それ

以外は使えないような状況になってしまうのです。そうしますと選択肢がなくなってきて、

だんだん大きくなったりします。 

 その辺まで詳細にいろいろ基準があるものですから、それらを証明しなければいけなく

なってきて、逆に規制当局側としてはリソース的には大変なのだろうなという、何か基準

化に向けた構造的な違いがあるのではないか。各国を我々の調べた範疇で言うと、構造要

件ですとか、設計要件とか、材料要件というのは大体規格なのです。規格というのは民間

側が襟を正して作っていくようなもので、それを参照した中で、厳しいところで基準が作

られていくようなイメージです。 

 これは少し正確性がないかもしれませんけれども、そういった中で言うと、かなりがん

じがらめになっている状態の中で変えていくことの難しさは我々も感じています。 

○安念座長 それは保安系の法令一般での大問題ですね。消防法の系統もそうで、要する

に性能規制になっていないのです。ですから、例えば水素は鉄を腐食していくに決まって

いるのだけれども、それをどの程度にコントロールできればいいかという、そういう規制

にはなっていなくて、JISのこれとこれとこれという決め方になっていて、これは別にこの

世界だけではないですね。高圧ガス保安法も消防法も大体そういう系統で、だから、自動

車とか建築については大体、性能基準になってきているから、カルチャーが変わってきて

いるのだと思うのですけれども、この世界はなかなか難しいでしょう。 

 どうぞ。 

○松村委員 そういう規制を全て性能要件に変えていくことを原則にすべきだということ

は今までずっと言ってはきているのですが、これもなかなか前に進みません。しかし、き

ちんと取り組んでいかなければならない重要なポイントだと思います。 

 ただ、この問題に限って言うと、性能要件に水素脆化が一切ないことと書かれてしまう

と前進にならない。この問題に限って言えば、形式的には性能要件にするだけでは駄目だ

と思います。 

○安念座長 形式的にはそうです。 

○佐久間委員 もう一回、他国のことなのですけれども、例えばドイツとか米国というの
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は同じような高圧ガスの一般規制があって、この問題については水素だけを特別に燃料電

池用に法体系を整えているのでしょうか。 

 ですから、逆に言えば日本でも高圧ガス保安法とは別に、燃料電池のためのそういう体

系を作っていけば無駄な規制がかかってこない、こういうことなのでしょうか。 

○安念座長 何か御存じですか。 

 これはなかなか、調べるのは難しいでしょうね。 

 何かお調べになったことはありますか。水素自動車用というか、次世代ビークル用に、

高圧ガス規制一般の中から水素だけを切り出すような規制の仕方をしている例があること

を御存じかどうか。これは事実の問題ですけれども、御存じの方がいらっしゃったら教え

ていただければと思います。 

○燃料電池実用化推進協議会 もともと一般則という高圧ガスの規則があるのですけれど

も、その中にいろいろな性能規定が書かれていて、昔は取締法の時代にその中に細かく書

いてあったのですけれども、その中からそれを取り出しまして、例示基準という形で、今、

まとめられています。 

○安念座長 それはどこの国ですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 日本です。 

 その中で、一般則の第６条というのがございますけれども、その中から抜き出したもの

がございます。それが、天然ガスのスタンドに関する法律につきましては第７条という形

で新たに作られたものがありまして、天然ガススタンド専用の法律でございます。あわせ

て、私どもは経済産業省様と協力して、平成15年、平成16年に圧縮水素スタンドに関する

基準を検討させていただき、その後第７条の３という条項を作っていただきました。ただ

し、それはやはり、先ほど皆様がおっしゃっていますように、新たなものでございますの

で、今まで使ったことがないということで、水素に対して非常に厳しい目で、安全側の基

準で作ってまいりました。 

 したがいまして、今、やっていることは何かといいますと、安全側で作ってきたものを

もう少し見直しながら、ただし、安全を確保しながらデータを集めて、経済産業省様と協

力しつつ、規制の緩和とは言いにくいのですけれども、適正化を図っていきましょうとい

う活動はさせていただいております。それで今回、新たに８項目追加させていただきまし

たし、これからもいろいろな基準を見直していくことについて活動させていただきたいと

考えているところでございます。 

 海外では、水素に限って作っている法律というのはあまりございません。もともと彼ら

は自主的な活動でございますので、今までは金属として使ってよかった材料は今までどお

り使っているのです。ですから、水素に対して影響があるから使わないとか、そういうこ

とではなくて、基本的には事故が起きたら規制するけれども、事故が起きていない今、わ

ざわざ何で水素に限って規制しなければいけないのだということもございまして、水素に

限って安全性を担保しようという日本の方式とは少し違う取組をされている。 
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 ただし、我々、日本ではいろいろなデータを出してまいりましたので、彼らも気付きつ

つ、ただ、法律にしようという動きはしていない、そういう状況かと考えております。 

○長谷川委員 先ほどと全く逆のことを言うようですけれども、もし欧米並みの基準に合

わせれば日本の例が、トヨタと日産とヒュンダイとかという例が出ていますが、日本のこ

の分野の自動車産業が圧倒的に世界に伍して優位に立てるという見通しはあるのですか。 

○燃料電池実用化推進協議会 車のメーカーとして考えますと、商品はグローバルですの

で、極端な例を言えば、環境として、どこで売れてもいいわけです。ですから、そういっ

た意味で言うと、ドイツが進んでいればドイツに商品を持っていくことも考えられます。 

 ただ、今回はこういう燃料電池実用化推進協議会という中でやっているのは、正に日本

の中でトヨタ、日産、ホンダという燃料電池をずっと引っ張ってきたメーカーがおりまし

て、それが国内でなぜ自分たちのところで商売できないのだというところもありまして、

それのためにいかに市場を開くかということでやっております。ですから、それを日本で

できていれば、さらにその技術を外に持っていくこともできますから、そういった意味で

は我々としては非常に心強いと思っております。 

○長谷川委員 つまり、この欧米の基準に合わせるかどうかは政治的な決めの問題で、い

ろいろなリスクはあるかもしれないけれども、欧米はこうなっているのだから日本もそう

しましょうというふうに決めたとして、そうすると日本の自動車メーカーの発展の基盤が

すごく強力になると言い切れるのかどうかというところです。 

 つまり、この議論は何のためにやっているかというと、日本経済をどうやって活性化し

ますかという議論が大もとのところにあるわけです。だから、そこのところに話が落着す

るのですという見通しがないと、もう一つアピアランスがよくないわけで、そこを聞いて

いるのです。 

○燃料電池実用化推進協議会 経営者ではないので、なかなか言いにくいところはありま

すが、少なくともトヨタ、日産、ホンダとも、将来はガソリン自動車に代わるものは燃料

電池自動車だというふうに認識して、これまで多額な投資をしてきました。そういった観

点で言うと、燃料電池自動車がやはり国内で普通に走れるようになることがやはり我々３

社にとっても活動の場としては一番大きいのです。そういった意味で、３社だけではない

ですが、車メーカーが燃料電池で外にも打って出ていくためにも、やはり日本の基地がし

っかりとした、そういう水素基盤ができていることが重要だと考えています。 

○長谷川委員 要するに、次世代自動車としては燃料電池自動車というのが完全にその中

核に位置付けられているものなのだ、こういう受けとめでいいのですね。 

○燃料電池実用化推進協議会 はい。 

○安念座長 官庁と民間側のリソースの共有というか、目標を共有するというのが重要の

ようですね。 

 もう一つ、安全基準は大体そうだと思うのですけれども、国際先端テストに馴染みやす

いですね。解雇規制とかそういうものになりますと、パッケージですから、ある局部だけ
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見てもしようがないのですが、例えば鋼材の種類等については、別に日本とドイツと違う

ということはないわけですから、ドイツで大丈夫なものは日本でも大丈夫でしょうとかと

大体言えそうです。ここは国際先端テストにもよく乗るという気がいたしますので、大い

に力を入れてやっていきたいと思います。 

○燃料電池実用化推進協議会 先ほど８番目のスライドのところで申し上げましたが、今

回８項目について提案させていただいたのは、昨年度から何度か提案させていただいた項

目でございます。FCVに関しましても同じタンクの問題がございまして、そういったものに

ついても、この後、事務局サイドと追加という形でやらせていただきたいと思います。 

○安念座長 どうぞ、大いにお願いをいたします。 

 しかし、2015年というのは随分先の話かと思ったら、もう２年もない。本当に早いもの

ですね。ありがとうございました。今後とも御教示くださいますようによろしくお願いい

たします。 

 お待たせいたしました。引き続きまして、御意見を伺いたいと思います。一般社団法人

日本風力発電協会様でございます。20分程度でお願いします。 

○日本風力発電協会 それでは、日本風力発電協会から、お手元の資料「風力発電の課題

と規制改革要望について」御説明いたします。 

 まず、本日は第１回のワーキング・グループとして、このような機会を与えていただき

ましてありがとうございます。 

 この日本風力発電協会とは、現在、会員が227社で、風力発電事業者、風車メーカー、風

車代理店等、今、業界の事業という側面で言えば約80パーセントをカバーしている団体と

いうことで、その代表団体としてのプレゼンをさせていただきます。 

 ページをめくっていただきますと、これまでもこの風力発電に関しましては国として推

進をしてきていただいております。 

 まずは、御承知のとおり、固定価格買取制度の導入ということで、いわゆる事業性とい

う観点からは22円、あるいは期間20年ということで、事業の継続・拡大が期待できる水準

に維持していただいたなと考えております。 

 また、これまで抽選等で非常に事業として確実性がなかったものが、これも優先給電、

優先接続等によって順次確保されつつあるかなと考えております。 

 規制改革につきましても、これまでの規制・制度改革の取組の中で、下に書いてござい

ますように、国有林、保安林、あるいは港湾・海岸保全区域、それから建築基準法等、こ

れの構造審査の一本化ということで、これは末尾の資料にもございますので、もしお時間

があれば御覧ください。 

 一方、こういった制度の整備、あるいは規制改革が進む中で、これはマスコミ等でも報

じられてございますけれども、平成24年４月から12月に運転開始した設備容量を見てみま

すと、御承知のとおり、太陽光、住宅用、非住宅用は非常に伸びている中で、一方で風力

は３万4,000キロワットと非常に伸び悩んでいる状況がございます。 
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 また、バイオマス、中小水力も同じような状況にあるかと思いますが、特にこれは、風

力発電に関しましては環境アセスメントを含む開発期間の長期化、立地規制等によって導

入が進まないということで、太陽光発電のみが伸び過ぎているのかなといった印象を持っ

ているところでございます。 

 それでは、この辺りは何が原因なのかと、もう一度、規制改革の観点から立ち戻ってみ

たところというのが次の５ページ目で「風力発電導入を阻む『３つの壁』」と、少しキャ

ッチフレーズのように書いてございます。 

 まず、系統連系の制約というものがございます。系統連系の制約は、御承知のとおり、

いわゆる変動問題と言われるものと、ローカルの熱容量問題、この２点でございますが、

変動問題に関しましては、これは電力システム改革専門委員会等でも議論されております

が、電力系統の一体的・広域的運用、こういったことによって相当解決される方向になる

だろうと思いますが、ただ一方、どうしても発電地域と需要地の距離があるとか、あるい

は発電地域そのものに系統設備がないといった状況の中で、現在、経済産業省で北海道・

東北の送電網強化への取組が開始されているところでございます。 

 「３つの壁」のうちの２点目で、環境アセスメントの所要期間の長期化。これは昨年も、

前政権ではございますが、細野元大臣よりこのアセスメントの短縮化ということでお話が

ございました。今回の固定価格買取制度の中で、いわゆる促進期間の中にどうはめていく

かというのは、私ども事業者あるいは業界としても非常に大きな課題の中で、これが長期

化していくのは非常に辛い部分はあるのですが、昨年10月には風力発電事業が環境影響評

価法の対象になったということで、環境アセスメントに４年以上の期間、あるいは１億円

を超える費用が必要になってくる、そういった状況になってございます。 

 また、こういった状況の中で、事業の見通しがなかなか立たないところでこういったア

セスメント費用あるいは調査費用等、こういったものを負担するのは事業者にとって非常

に困難な状況にもなっている。よって、なかなか開発が進まないところでもございます。 

 それと、いわゆる土地利用規制の中でも第一種農地の転用不許可というところが、適地

として風力発電の多くがそういったところに立地しやすいところもございまして、ここは

立地が進まない、開発が進まないという一つの壁になっているのかなと考えております。 

 今後、１番については経済産業省でも、この新しい制度といいますか、施策でもって取

り組んでいただくということで、２番、３番について、また継続的にお願いしたいと考え

ています。せっかくの固定価格買取制度が活きないことになりますと、私どもとしても、

事業者としても、あるいは業界としても責任を非常に感じるところでもございます。 

 それで、今回の規制改革要望事項ということで、先ほど申し上げたアセスメントと農地

の他に、新規の要望といたしまして、電気主任技術者の選任義務の緩和というものを挙げ

させていただいております。 

 これは現在、個別の風力発電所は、その発電所あるいは変電所ごとに電気主任技術者の

選任が求められる、そういう状況でございますが、複数の風力発電所あるいは変電所を統
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括する事業場について電気主任技術者を選任できる、こういう形での制度運用をお願いし

たいと考えています。 

 それから、環境アセスメントの期間短縮につきましては、国や自治体それぞれにおいて

審査が行われるわけですけれども、この目標日数、これは既に火力ではそういった設定が

されているわけですが、この目標日数を設定することによって大幅な審査期間の短縮を実

現していただきたいと考えております。 

 また、アセスメントについては当然、審査期間と調査期間の双方の圧縮というのが必要

なのですが、長期間を要します環境調査については、事業者が手戻りのリスクを負わない

で先行実施できるような仕組み、こういったものをお考えいただきたいなと考えておりま

す。 

 それと３点目、第一種農地の転用規制の緩和ということで、当然、これはやみくもに緩

和ということではなくて、農業振興に資する、そういった場合において、当然のことなが

ら農地の転用部分も、必要最小限という条件だと思いますが、その中で風力発電事業を目

的とした第一種農地の転用、これを是非認めていただければと考えております。 

 続いて、それぞれの個別の項目でございます。 

 まず、１点目の電気主任技術者の選任義務の緩和ということで、現状でございますが、

下の８ページにございますように、これは電気事業法の第43条で「発電所・変電所等の電

気工作物の設置者は、工事・維持・運用の保安監督者として、電気主任技術者を選任する

義務を負う」。これは法定資格者を個々に設置する必要があるということでございます。

出力5,000キロワット以上の場合には、第一種または第二種の電気主任技術者が必要になる

ということです。 

 こういった法規を根拠にしまして、現在、経済産業省からは以下の指導を受けておりま

す。一つは、発電所と変電所が離れている場合です。この場合には、それぞれに電気主任

技術者を置きなさい。それから、設置者が同一であっても、複数の発電所の場合にはそれ

ぞれに電気主任技術者を選任しなさいということで、配置によっては非常に多くの電気主

任技術者が必要になろうかと思います。 

 これは右の図に模式図が描いてございますが、上が発電所と変電所が離れている場合、

それぞれに電気主任技術者を置きなさいということ。それから、上と下を合わせますと、

この２つの発電所が近くにあったとしても、それぞれに電気主任技術者を置きなさい、そ

ういった規定になっているということでございます。 

 一方、メガソーラーも電気主任技術者が当然必要でございまして、第一種・第二種の電

気主任技術者の免状保有者数は限られておりますので、これの確保も非常に事業を遂行す

る上で難しくなっているということでございます。当然、これは先ほどの法に書いてござ

いますように、工事から含めて電気主任技術者の選任が必要でございますので、事業を開

始する時点、建設工事を開始する時点からこういった選任が必要になるということでござ

います。 
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 これの解決方法としてといいますか、ここからは要望になるわけでございますが、実は

電気事業法の施行規則の中に、原子力発電所は除きますけれども、発電所、変電所、需要

設備または送電線路もしくは配電線路、こういったものの事業場、いわゆる直接統括する

事業場、ここに１人の電気主任技術者を選任する、こういったルールもございます。 

 ですので、これを風力発電所に適用することで、ちょうど右の模式図に描いてございま

すけれども、上の○○風力発電所、下の××風力発電所、それぞれこういった発電所や変

電所の配置構成があったとして、これを一つの統括事業場として管理をする電気主任技術

者を配置する、こういったことができれば個別の発電所の電気主任技術者の配置は不要に

なると考えております。 

 ところが現在、この風力に関しては、経済産業省では統括事業場の設置は認めていただ

いておりませんので、前のページで御説明申し上げたような個別の発電所・変電所、これ

への電気主任技術者の選任を求められている状況でございます。 

 ただ一方、これは個別には、下の図に描いてございますけれども、過去、風力発電所に

おいても実は統括事業場への電気主任技術者の選任を認めていた例もございます。これは

Ａ、Ｂ、Ｃ、３つの発電所は当然隣接している発電所でございますが、これを一つの変電

所を介して連系をしている。ここに統括の電気主任技術者がおりまして、この電気主任技

術者はＤ、Ｅ、Ｆという、こちらはインターネット回線によって遠隔制御・監視を行う発

電所ですが、こういった発電所それぞれを統括管理するということで統括事業場の電気主

任技術者を配置することで認めていただいている、そういった事例も既にございますので、

これによって、これまでも特に大きな問題が生じたということではないと私どもは認識し

ておりますので、こういったルールといいますか、運用をお願いできないかと考えており

ます。 

 実はこの議論は、次のページに書いてございますが、兼任というところでの議論もある

のですが、これは兼任させることもできるということで施行規則にはあるのですが、経済

産業省の内規の中で、兼任させようとする事業場の最大電力が2,000キロワット以上、これ

は特に慎重を期するということで、2,000キロワットといいますと風車１台ということなの

ですが、そうなると兼任は認められないことになってしまうのですけれども、あとは距離

の問題等、様々要件が絡んでくるわけですが、ここで先ほどの統括の管理、統括の技術者

という概念も適用できれば、こういった内規の変更であるとか、あるいは解釈を相当無理

することなく、内規の変更に時間を要する兼任要件の緩和ではなく、統括事業場の設置を

認めればこういったものは解決できるのではないかと考えております。 

 よってもって、この風力発電所に関しては複数の発電所並びに変電所についての統括事

業場、これの適用を認めていただきたいというのが今回の要望の趣旨でございます。 

 先ほど申し上げたとおり、太陽光も非常に多くの電気主任技術者を要求するということ

もございまして、今、風力発電所が着工できない、そういった事態もないわけではない。

実態として私どもも、例えば新しい事業を起こすときに、それこそ新聞で電気主任技術者
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を募集して、求人広告を出して、そんなことまでしないとなかなか集まらないといった状

況もございます。 

 それでは２点目でございますが、環境アセスメントについてです。 

 これは既に何度か出ておりますので御承知のことと思いますけれども、昨年10月に環境

アセスメント法の対象と風力発電事業、これは１万キロワット以上ということになります

が、対象としては１万キロワット以上が対象になるということで、これは繰り返しになり

ますけれども、長期間あるいは費用がかかることになります。現在のこの法の形に沿って

まいりますと、アセスメント期間が大体４年程度になるのではないかと考えておりますが、

さらにこの４月から戦略的アセスメントということで配慮書が加わりますと、またさらに

６カ月程度の手続が増えてしまうことになります。 

 結果、こういったアセスメントの長期化によって、例えばこれも先ほど申し上げました

が、固定価格買取制度に基づく調達価格の変更、つまり現在の価格が適用されないのでは

ないか。あるいは許認可に関する制度変更の問題、風車・資材価格の変動ですとか、地権

者との協議がどこまで維持できるのか、そういったリスクを抱えたまま事業を継続しなけ

ればならないということで、現状では、結果的にはこの環境アセスメントの負担が非常に

重くなってしまうために、いわゆる第二種事業の対象外である7,500キロワット未満の風力

発電事業の計画が逆に増加をしてしまっている。いわばアセスメント逃れのような、そう

いう本来のあるべき姿ではない形での実態が生じてきてしまっているかなと考えています。 

 これは実際には条例もそれぞれ、このアセスメント法の制定によってやや厳格化の方向

に動いているところもありまして、実はもう少し厳しく、あるいは小規模化になっている

という側面もございます。 

 ということで、まずは審査期間の短縮についてですけれども、現在の発電所アセスメン

トでは、国や自治体の手続に要する期間というのは、今の規則に定める期間だけで、方法

書、準備書、それから評価書、合わせて480日という期間を要することになります。これは

先ほど座長からもお話がありましたが、火力発電所については議論が進んでいるわけです

が、これのリプレースについては、既にこれは短縮するということで、全体で150日程度の

審査期間を最短で45日に短縮する方向で動いている。また、さらに自治体に対しても審査

期間の短縮を要請しているということですので、風力につきましても、国や自治体による

審査期間の目標日数を設定していただいて、大幅な審査期間の短縮を是非実現をしていた

だきたいと考えております。 

 次の15ページをめくっていただきますと、それではどういう形でということで、具体的

な案でございます。 

 一つは、審査の並行実施でございます。まずは、現時点では縦覧あるいは住民意見を待

ってから、行政機関が審査を開始ということですが、これは案としては縦覧開始と同時に、

行政機関の審査を開始する。あるいは国と都道府県の審査会、これを今、別々に開催をし

ているわけですが、これをそれぞれ合同で開催する等、あるいは並行開催といった仕組み
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ができないか。それから、都道府県知事の意見を待って、環境大臣の意見を聴取というこ

とになりますが、これについても都道府県の審査と並行して、環境大臣の意見を聴取する

形にできないかということです。 

 下の16ページに描いてございますように、これを図化したものがその審査期間の短縮の

概念でございます。方法書、準備書に関する国や自治体の手続期間というのは、この３つ

の手法に沿って、今、それぞれの規定されている期間を重ねますとほぼ半減というのが可

能になると考えております。 

 それから、今回また新たに加わります配慮書ですが、これの手続についても合理化がで

きないかと考えております。 

 この４月から新たに配慮書手続が入るのですが、実はこの中では複数案の設定というの

が基本とされております。 

 ただ、風力発電所の場合には当然、風況条件ですとか、土地の取得ですとか、あるいは

連系の問題ですとかがございますので、ある意味、物理的に場所が決まってしまうという

性格がございます。これは他の電源においても似たような部分があるかと思いますが、逆

に代替比較できるような視点があれば、複数あれば、そこもある意味では計画をしていく

ことになろうかと思いますので、逆に言いますと、こういった「複数案を設定して関係者

の意見を聞く」というのは配慮書の手続には本来なじまないのではないか。むしろ複数案

を設定するとなれば、これは本来おかしな話ですが、本来はない計画といいますか、ダミ

ーの計画を立てて、そこで比較をする形になりかねないなと考えております。 

 その配慮書というプロセスを入れるのであれば、逆にここで単一の事業計画の中で、む

しろ方法書の中身を配慮書側に盛り込んで、そこでしっかり審査あるいは住民との合意形

成等も行っていくほうがプロセスとしてはより迅速化されるのではないかと考えておりま

す。 

併せて、下に書いてございますが、調査期間の短縮という部分については、これは特に

鳥類というのが非常に負担が重い部分はあるのですが、最低１年間の調査期間が必要にな

る。あるいは猛禽類等においては２営巣期間ということで１年半以上といった期間が必要

になってまいります。 

 こういったことで、この期間がこのアセスメントの中に入ってまいりますと、相当アセ

スメント全体の期間が長期化することになりますので、これをむしろ先行的に実施する。

ただ、これは当然のことながら、それ相応の手戻りリスクがあることになりますので、こ

れを発電事業者が単体で行うことではなくて、例えば先行調査を国から補助していただい

て、発電事業者の負担が軽減できないかどうか、今、こういった対案を考えております。

また、国が何らかの形で定型的な調査を定めることで、方法書の審査で調査方法が変更と

なる、こういったことは結構指摘として出てくるわけでございますけれども、こういった

リスクを回避できないか、御検討いただければありがたいと考えております。 

 最後、３点目でございます。第一種農地の転用規制の緩和で、これも何度か既に触れて
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おりますので、ここには若干、例を提示してございます。 

 農地における風力発電事業というのは、これまで私ども風力発電事業者として取り組ん

できたものの中には、相当な作業道の整備ですとか、観光客の誘致ですとか、あるいは売

電収入のシェアとか、こういったことで相当、地域貢献・地元貢献もできて、なおかつ農

業振興にも寄与できているのではないかなと考えております。 

 ただ、現在は第一種農地の転用というのが事実上、一切不可能という状況になってござ

いますので、こういった大規模農地での風力発電事業を新規に行うことは不可能となって

いる状況にございます。 

 ということで、先ほども申し上げましたけれども、農業振興に貢献できる、あるいは当

然のことながら、最小限の農地の毀損という条件の中で、風力発電事業を目的とした第一

種農地の転用、これを是非認めていただく方向で御検討いただきたいと考えています。 

 あとは参考資料でございます。以上でございます。 

○安念座長 どうもありがとうございました。 

 既に御要望いただいている事項がなかなか実現しませんで、本当に我々が非力で、申し

訳ございません。しかも非力の上に後回しにしてしまって、お叱りはごもっともです。 

○佐久間委員 先にお話しした優先順位でいくと、やはりこの電気主任技術者の問題だと

思いますので、そこについて、これは風力発電、あと太陽光発電もそうかもしれませんが、

この統括事業場にして電気主任者を減らす、こういうことが認められていない。 

 それで、私が仄聞したところによると、水力発電にはそういうのがあって、例えば黒部

川水系では１人しかいないという話もあり、なぜこのような差が出ているのかというのが

非常に単純な疑問です。 

 あと、ここで経済産業省がそのように決めているというのは、これは別に法律に基づい

ているのではなくて、裁量でそういうふうに内規で決めているということなのでしょうか。 

 この２点を教えていただければと思います。 

○日本風力発電協会 今、御指摘のとおり、例えば水力ですと、一つの水系の中で複数の

発電所があって、それを統括管理するというのはごく一般的な事業場の設置の仕方になっ

ております。これは当然のことながら、こちらに図面にも描いてございますけれども、い

わゆる遠隔で制御・監視ができるという前提条件でございますが、そういったオペレーシ

ョンが確実にできるという条件の中で認められているということで、先ほども御紹介いた

しましたけれども、風力発電所でもこういったものが適用事例は既にございますが、これ

はそれぞれ、先ほど2,000キロワット以上の云々というのも書いてございましたけれども、

やはり電気設備あるいは電気所の、そこは慎重に扱うべきという議論があって、そこでは

当然のことながら、恐らく経済産業省の御担当部署での裁量、御判断になると考えており

ます。 

 私どもも当然、そういう意味で言えば複数の風力発電所で統括管理をお願いしたい部分

はございますけれども、現在までにそれを認めていただいている事例は、少なくとも私ど
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も事業者ではないですし、別の事業者ではあるということですが、必ずしも全体に認めら

れているわけではないということです。その判断基準が何かというのは、当然、御担当者

の電気設備の保安監督、これについての御判断があってのことだと考えておりますので、

そこは明確には分かりません。 

○佐久間委員 要は法律で直接置かないということではなくて、実は裁量でそういう判断

がされているということですね。 

○日本風力発電協会 はい。 

○佐久間委員 ありがとうございました。 

○安念座長 他はいかがですか。 

○長谷川委員 そもそも、原発が環境に良くないから環境に良い自然再生エネルギーをや

ろうということで風力という話があって、ところが、そうしたらまた環境アセスメントだ

という、漫画みたいな話だと思うのだけれども、まず１点目は、昨年10月にこのアセスメ

ント法の対象になったのはなぜかということ。それから、時間の節約のアイデアが幾つか

あったのだけれども、チェック項目そのものを省くという選択肢が現実的にはないのかど

うか、その辺をお聞きします。 

○日本風力発電協会 アセスメント法の適用については、これは中央環境審議会等で長く

議論をされたと伺っておりますし、当然、この風力に関しての分科会といいますか、検討

会も開かれて、適用すべきかどうかということと、規模要件等はどこから適用するかとい

うことを議論された上で今回適用されることになったというふうには聞いてございます。

これは一昨年の４月ですか、アセスメント法が成立をする、施行されるということで、実

際に適用を受けるのは昨年の10月からということになっております。なおかつ、配慮書も

含めた本格施行が今年の４月からということになります。 

 それから、当然、アセスメント項目についてもずっと議論をさせていただいております。

今の審査期間・調査期間の問題もございますけれども、風力発電所であれば発電設備とし

ての特性がございますので、それに見合ったアセスメント項目ということでお願いをした

いということで、これもいろいろ、様々議論をさせていただいておりますが、現時点では

それほどまだ大きく見直されているといいますか、省かれている状況ではないかなという

ふうには考えております。 

○安念座長 どうぞ、お願いします。 

○日本風力発電協会 環境アセスメントの制度について、よくいろいろ理解が異なったり

するのですが、このアセスメントの制度自体は実際にはメリハリをつけて、やはりそれぞ

れの事業ごとにどのような調査項目が必要なのかを判断していくべきだというのが本来の

考えだというように環境省には伺っております。 

 ですから、実際の省令の上では項目としてかなり広範な範囲が挙げられているのですが、

どの事業について、どれを調査項目に挙げるかというところで、しっかり方法書のところ

でスクリーニングをするのが本来の在り方なのですが、残念ながら発電所の場合には比較
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的、そこのスクリーニングの過程で網羅的に全て項目をやってくださいといった指導にな

ることが多いというのがこれまでの実情となっています。 

○大田議長代理 変電所と発電所が離れている場合等は、それぞれに電気主任技術者を選

任しなければならない、これは経済産業省の行政指導ですね。 

○日本風力発電協会 そうです。 

○大田議長代理 それから、統括事業場の設置を認めていないというのも何ら根拠はない

わけですね。かつては認めていたわけで、現在認めていないというのも何の根拠もないわ

けですね。だから、これは無効なのではないですか。つまり、行政手続法で。 

○安念座長 どうでしょうか。法令を見てみないと。 

○大田議長代理 法令は何もないということですね。 

○日本風力発電協会 そういう意味で、統括についての適用要件が何かあるか、あるいは

適用できない要件があるかというのは、いわゆる法の定めの中には特にないというふうに

は承知しております。 

○大田議長代理 ですから、行政指導ですね。 

○日本風力発電協会 はい。 

○安念座長 調べてみます。 

○大田議長代理 行政手続法の問題ではないという感じがします。 

○安念座長 行政手続法の問題かもしれません。そうでもないかもしれません。これは調

べてみないと分かりません。 

○大田議長代理 それ以外に何かがあるかは調べてみる必要がありますね。 

○安念座長 他はいかがですか。 

○圓尾専門委員 アセスメントに関しての問題というのは、私はとにかく直列でやること

が最大の問題だと思っていたので、ここで御提示されているように、並列でできるものは

どんどん進めていく。知事の判断を待たないと大臣が判断できないということはあり得な

い話なので、その辺をすっきり整理させていくのはとても大事だと思います。ですから、

これは石炭で議論されるとき、是非一緒に勝ち取ってきていただきたいと思います。 

 それから、風力に関しては、ここでも御指摘になっている鳥類等の生態の検査が結構大

きな要素になると思うのですが、ここでも御提案になっているように、今までであれば手

順を確定させてからでないと調査に入れないという、正に直列になっているわけですが、

先行して調査ができて、それでオーケーだったらすごい短縮になりますね。ただ、良けれ

ばいいのだけれども、もう一回やり直しになった場合にはコストが余分に掛かるので、そ

んなリスクがあるのだったらできないということだと思うのです。 

 ただ、エリアによって鳥の住み方も違うわけですし、リスクではなくならないとは思う

ので、そういう意味で、おっしゃっているように、出戻りになったとしても、その差額分

ぐらいは国が補助してくれるような、要するに金銭面の補塡があればいいということでし

ょうか。それで出戻りがなければ、それはそれで短縮ということになるし、それだけでも
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風力の開発促進に対してはとても大きなプラスになると考えてよろしいのでしょうか。 

○日本風力発電協会 結構だと思います。 

 当然のことながら、実は鳥類の調査というのは相当な費用が掛かるというふうに御理解

いただきたいと思います。大体一つのエリアで、例えば定点観測等そういうことをやり始

めますと１営巣期で数千万円掛かるというオーダーでお考えいただければと思います。当

然、鳥の種類ですとか、営巣の期間ですとか、そういったものによっても変わるのですけ

れども、やはりこれは相当の費用負担になるということはお考えいただければと思います。

そのように、御認識いただくと、今のようなやり方というのも十分あり得るかなというふ

うには考えております。 

○圓尾専門委員 あとは実際、先行してやることを選んだ場合、過去の調査の実態を踏ま

えると、やり直しになる可能性というのはどのぐらい高いものなのですか。大体こういう

調査でやればほぼ大丈夫というふうに、申請した方法というのは、そう大きくずれること

なく認められるような過去の実績というのはあるのでしょうか。 

○日本風力発電協会 やり直しというのは一般的にあまりないかもしれないのですが、い

わゆる追加調査が相当出るということがあると思います。ですので、それをずっと追加を

やっていくとどこまで本当に耐え切れるのかという議論もありますので、それが結果的に

事業を途中で中断せざるを得ないということに追い込まれる可能性はあると考えています。 

○長谷川委員 もう一点お聞きするのですけれども、第一種農地の転用不許可ですが、第

一種農地というのが私はよく知らないのですが、実際に農地として使われているものも使

われていないものもあるのではないかと思うのですけれども、使われていない場合は、そ

こにこの風力を持ってくると、当然、使用料みたいな、賃料みたいな土地代を皆様は払う

ことになるわけですね。すると、農家はそれで喜ぶ場合もあるのか、ないのか、その辺の

ところをお聞きします。 

○日本風力発電協会 当然、大体、その農地を使わせていただく場合、ここに書かれてい

ます郡山布引高原ですとか、釜石広域ウインドファームですとか、こういったところでは、

そこの土地を使わせていただいた、賃貸借をした土地の部分の、例えば賃貸借料と、それ

から、その周辺の管理費用ですとか、そういったものをお支払いするのが一般的だと思い

ます。それが逆に言えば農業サイドにおける現金収入に変わっていくということになると

思います。 

○長谷川委員 それは、その土地を持っている方にはうれしい話なわけですか。 

○日本風力発電協会 少なくとも、事業的に見るとそういうふうに受け取っていただいて

いるというふうには認識をしています。 

○日本風力発電協会 こちらの20ページにあります２つの写真のうち、右側の釜石広域ウ

インドファームの写真の下に写っていますのは、これは確か大根か何かだったと思うので

すが、風車が建ったときにはここに畑はありませんでした。なぜかといいますと、ここは

非常にアクセスが難しいところでして、要は出荷するためにトラックで入って出ていくこ
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とが難しかったのです。 

 そういう意味で、かなり長い間放棄されていたところだったのですけれども、風車を作

るに当たって、地元の方とお話をした上で、農業にも使いやすい形で作業道を作りました。

当然、風力発電事業の場合は風車のメンテナンスが必要ですので、メンテナンスできるよ

うな道路というのを作るのですが、その結果、そういった形で、要は農耕機具とかが入れ

やすくなったということで、この辺が耕作されていきまして、当然、風車の賃料も入って

くる。かつ、実際に耕作ができるようになって、生産高という意味では上がっているとい

う意味で、そういう意味では二重の意味で農家の方に貢献できているのではないかなと思

っています。 

○佐久間委員 もう一回、統括事業場のことなのですけれども、これは何か、こういうも

のだったら認めるべきだという基準を民間側で提案されたことはあるのでしょうか。これ

は非常に単純で、１人で世界中のなどというのは多分無理なので、ある程度、地理的な問

題、作業体制の問題、あと、時間的に現場にどのくらいで行けるかとか、また遠隔制御は

どのくらいできているかとか、そういうところを考えれば、ある合理的なところで基準が

できるのではないかと思うのです。そういうことはされたことがあるのでしょうか。 

○日本風力発電協会 当然のことながら、ここの図示のように、いわゆる直接制御あるい

は監視というのと、いわゆる遠隔制御・監視、こういった制御のシステムがきちんとでき

ているということと、それから、やはり今、御指摘のとおり、統括事業場で見るといって

も、それでは、そこまで行くのに２日も３日も掛かるところを統括事業はできませんので、

ここは例えば現在ある兼任の考え方、この内規として２時間以内というのがあるのですが、

そういった近接したところであれば可能というふうに適用していただければ、これが一番

現実的な在り方ではないのかなとは考えております。 

 少しそこについて、統括について、こういう条件で認めてくださいということを一般的

な議論としてしたことはございませんので、当然、発電所が複数あった場合に、これを統

括でお願いできませんかというときに個別の議論があって、いい、悪い、適用される、適

用されないということが今まではあったと思います。 

○佐久間委員 何でも事業をやるときに、プレディクタビリティーというか、予測可能性

がないとなかなかできないので、逆にそういうのがあれば、これだったら１人で済む、こ

れをもう少し規模を増やしたら２人になるとかというのが決まっていればFSも非常にしや

すくなるわけで、今は結局、そういう基準がない、少なくとも明示的に示されてはいない

ということなのでしょうか。 

○日本風力発電協会 はい。 

 逆に言いますと、過去こういった事例があったということで、実際は今はほとんど認め

られていないのが実態で、それが先ほど、冒頭申し上げているような、それぞれの発電所・

変電所に設ける。それも距離が一定以内であれば、発電所・変電所については兼任を認め

るといったことはあるのですけれども、複数の発電所についてというのは現実的にはなか
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なか認めていただけていないのが今の実情ではございます。 

○松村委員 今出てきたように、こう認めてもらえれば、こういうルールだったらとても

やりやすいとか、野放図に拡大しろと言っているのではないのだということが分かるよう

に何か具体的な提案が出てくると、示しやすいということもあります。 

 もう一つ、経営情報なので難しいとは思うのですが、もし可能なら、これで断られたと

か、そういう事例を教えていただけると、リーズナブルだとか、リーズナブルでないとか

を判断しやすくなるので、可能な範囲で教えていただけると助かります。 

 先ほど指摘があった水力発電の例で、これを突破するのは相当難しいと思う。水力発電

の場合は恐らく全部、専用線を引いていると思うのです。これは専用線ではないと駄目だ

とかと言われたら、あまりにも規制がきつくなってしまうし、今の時代に合わない。イン

ターネットというリーズナブルなものを使うもので認められないと効果が小さすぎる。水

力発電の事例だけでは弱く、もう一押し必要です。そのためにも、こういうときに断られ

たとかということを教えていただけると助かります。 

 先ほど御指摘になった水力発電の例で、これを突破するのは相当難しいと思うのです。

水力発電の場合は恐らく全部、専用線を引いていると思うのです。これは専用線ではない

と駄目だとかと言われたらあまりにもきつくなってしまうので、インターネットというリ

ーズナブルなものを使うとかというもので、その事例だけでは多分、もう一押し必要です

ので、こういうときに断られたとかということをもう少し教えていただけると助かります。 

○日本風力発電協会 それは今ということではなくてですね。 

○安念座長 もちろんです。 

○日本風力発電協会 それでは、それは早速、確認をさせていただきます。 

○安念座長 他はいかがですか。 

○佐久間委員 この点、しつこいようで申しわけないのですけれども、そもそも電気主任

技術者の問題は、資格を持っていなければいけないということと実際の管理体制というの

は関係あるようでないわけですね。その資格を持っている人がいればいいというので、極

端な話を言えば、その人が寝ていてもやる人が他にいればそれでいいということなので、

そこはなぜ資格者にそれほどこだわるのでしょうか。 

 逆に、離れていれば資格者は１人で、実際やる、きちんと働く人がいればいいという議

論にはならないのですか。なるのになっていない、こういうことなのですか。そこだけ教

えてください。 

○日本風力発電協会 そこは非常に難しい、いわゆる電気主任技術者のそもそも論みたい

な話になるので、実は私ども、そういう議論までは今のところ、監督官庁とは詰めてはい

ない状況です。 

 ただ、おっしゃるとおり、正にこの電気主任技術者というのは当然、まず、これは自主

保安の設備ですので、保安規程を作成し、届け出る。それの責任者としているわけですが、

何かトラブルがあったときにそこで事故対応に当たらなければならないのかという、それ
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の責任を持っているわけではないというふうに、指揮監督はございますけれども、直接、

本人がそれを作業するわけではないので、その辺りは電気主任技術者のいわば役割という

のがどういうものかというのは明確にならないまま、我々も議論しているところがあるの

です。 

○大田議長代理 その電気主任技術者というのは、試験ですか。それとも、電力会社に何

年いるとかいった要件がありますか。要件は完全に試験だけですか。 

○日本風力発電協会 いえ、試験と経験、両方ございます。 

○大田議長代理 経験はどういう経験ですか。 

○日本風力発電協会 一定の電圧以上の電気設備に何年以上の実務経験をしたといったも

のがあります。 

○大田議長代理 その実務経験というのは電力会社での実務経験ですか。 

○日本風力発電協会 いや、電力会社でなくてもそれは構いません。 

○大田議長代理 では、どういうところの実務経験なのですか。 

○日本風力発電協会 例えば一般産業用の電気設備で、そこで扱っているのが6,600ボルト

であったり、あるいは10万ボルトであったり、そういうところでの実務経験が何年以上あ

ればといったものになっています。 

○安念座長 新日鐵住金株式会社の自家発電も一緒です。大きい電力会社みたいなものが

あるのだからね。 

○大田議長代理 要は発電系ということですね。 

○日本風力発電協会 いや、発電だけではないです。送電でも大丈夫です。 

○松村委員 いずれにせよ、佐久間委員が御指摘になったことはすごく重要で、そもそも

論を含めてきちんと考えなければいけないと思います。 

 仮に今すぐできないとしても、重要課題として残っていることは、確かに認識すべきだ

と思います。 

○安念座長 他にいかがですか。 

 とにかく、我々は、石炭火力はリプレースだけではなくて新設も含めてやりましょうと

いうことですので、そこで何か成果があれば、当然のことだけれども、他のアセスメント

だって同じことですから、やれると思います。 

 それで、先ほど御指摘があったように、直列でやったのでは、そもそも短縮するはずが

ないのです。だから、先行するとか、並列でやるとか知恵を出さなければならない。さら

にはもともと、スコーピングというのは事業者が自主的にやれる建前になっているのだけ

れども、実際の運用はどんどんどんどん事実上の規制になっているわけです。本来の趣旨

に戻らなければいけないのだろうとは思うのです。 

 それも含めて、とにかく大いにやりたいと思いますので、今後ともひとつよろしくお願

いいたします。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。 



 

 38 第１回エネルギー・環境ＷＧ 議事概要 

○日本風力発電協会 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○安念座長 それでは、最後に事務局から委員提案シートの説明をしてください。 

○舘次長 今、お配りしておりますけれども、この「検討項目 委員提案シート（案）」

につきまして、委員の皆様方におきまして個別の御提案がございましたら、３月21日まで

に事務局に御提出いただければと思います。電子媒体による書式はまた別途送らせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○安念座長 どうもありがとうございました。 

 大分時間が過ぎましたが、次回のワーキング・グループの日程は追って事務局から御案

内を申し上げます。今月中に２回開催しますから、よろしくお願いいたします。 

○舘次長 よろしくお願いいたします。 

○安念座長 それでは、今日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 

 特にプレゼンをしていただきました２団体の方々、本当にありがとうございました。今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 


